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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

回次 第21期中 第22期中 第23期中 第21期 第22期

会計期間

自令和４年
５月１日

至令和４年
10月31日

自令和５年
５月１日

至令和５年
10月31日

自令和６年
５月１日

至令和６年
10月31日

自令和４年
５月１日

至令和５年
４月30日

自令和５年
５月１日

至令和６年
４月30日

営業収益 （千円） 113,194 114,692 114,047 224,287 222,539

経常利益 （千円） 26,811 39,091 43,327 85,019 107,318

中間（当期）純

利益
（千円） 15,866 39,446 42,679 73,374 107,028

持分法を適用し

た場合の投資利

益

（千円） － － － － －

資本金 （千円） 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

発行済株式総数 （株） 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465

純資産額 （千円） 1,925,796 2,022,751 2,133,013 1,983,305 2,090,333

総資産額 （千円） 2,945,192 2,879,815 2,865,433 2,890,665 2,870,156

１株当たり純資

産額
（円） △3,708,981.64 △3,687,267.22 △3,662,572.62 △3,696,101.85 △3,672,131.39

１株当たり中間

（当期）純利益
（円） 3,553.56 8,834.63 9,558.77 16,433.34 23,970.46

潜在株式調整後

１株当たり中間

（当期）純利益

（円） － － － － －

１株当たり配当

額
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 65.4 70.2 74.4 68.6 72.8

営業活動による

キャッシュ・フ

ロー

（千円） 48,911 75,382 62,867 71,834 128,810

投資活動による

キャッシュ・フ

ロー

（千円） △49,948 △24,957 △18,311 △123,259 △89,200

財務活動による

キャッシュ・フ

ロー

（千円） 12,569 △49,930 △45,896 △29,292 △95,826

現金及び現金同

等物の中間期末

（期末）残高

（千円） 302,649 210,893 152,842 210,399 154,182

従業員数 （名） 3 4 4 3 4

（注）潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な変更はあり

ません。また、主要な関係会社についても異動はありません。

 

３【関係会社の状況】

　　　当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

（1）提出会社の状況

令和６年10月31日現在
 

従業員数（名） 4

（注）１．従業員数は就業人員であります。

２．当社の事業はゴルフ場事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

（2）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりません。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(1）経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　当中間会計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等若しくは経営上の目標の達成状況を判断する

ための客観的な指標等に重要な変更はありません。

　また、新たに定めた経営方針・経営戦略等若しくは指標等はありません。

 

(2）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更はありません。

　また、新たに生じた優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題はありません。

 

２【事業等のリスク】

　当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等

のリスクについての重要な変更はありません。

 

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

　当中間会計期間における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の

状況の概要は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断し

たものであります。

 

①財政状態及び経営成績の状況

　当社の主たる収入は、株式会社涼仙ゴルフ倶楽部からの賃貸収入でありますので、当社の業績の安定は株式会社涼

仙ゴルフ倶楽部が持続的に安定経営を行っていくことが前提となります。

　当中間会計期間における涼仙ゴルフ倶楽部の入場者数は17,498人となり、前年同期と比べ3.1％減少致しました。

これは主に、猛暑により夏場の入場者数が減少したことによるものであります。年間計画数36,000人に対する達成率

は48.6％となり、計画を下回っておりますが、秋以降の入場者数は前年同期を上回る数で推移しておりますため、年

間計画と致しましては、計画通りの見込みとなっております。

　当中間会計期間における当社は、株式会社涼仙ゴルフ倶楽部からの賃貸収入を含む所有不動産の賃貸収入は、前年

同期とほぼ同額の収入となりました。入会金収入は、会員権名義書換の件数が前年同期と比べ減少しましたことか

ら、減収となりました。

　設備投資は、中期設備投資計画に沿って実施し、当中間会計期間は、特別室の改装、茶店の衛生機器取替などを行

いました。また、女子ロッカー室の天井クロス貼替及びパーティション補修、男女浴槽ろ過器配管取替などの修繕も

行いました。

　この結果、当中間会計期間の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

 

イ　財政状態

　当中間会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ4百万円減少し、28億65百万円となりました。負債合計は47

百万円減少し、7億32百万円となりました。また、純資産合計は、42百万円増加し、21億33百万円となりました。

 

ロ　経営成績

　当中間会計期間の経営成績は、営業収益1億14百万円（前年同期比0.6％減）、営業利益47百万円（同17.0％増）、

経常利益43百万円（同10.8％増）、中間純利益42百万円（同8.2％増）となりました。

　なお、当社の事業はゴルフ場事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

②キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1億52百万円となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は62百万円（前年同期は75百万円の獲得）となりました。これは主に、税引前中間純

利益43百万円の計上によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は18百万円（前年同期は24百万円の使用）となりました。これは主に、有形固定資産

の取得による支出11百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
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　財務活動の結果使用した資金は45百万円（前年同期は49百万円の使用）となりました。これは主に、長期借入金の

返済による支出44百万円によるものであります。

 

③生産、受注及び販売の実績

　当社の事業はゴルフ場事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

イ　生産実績

　該当事項はありません。

 

ロ　受注実績

　該当事項はありません。

 

ハ　販売実績

当中間会計期間の販売実績を項目別に示すと次のとおりであります。

項目 金額（千円） 前年同期比（％）

賃貸収入 82,447 100.1

入会金収入 31,600 97.8

合計 114,047 99.4

（注）前中間会計期間及び当中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次

のとおりであります。

相手先

前中間会計期間
（自 令和５年５月１日
至 令和５年10月31日）

当中間会計期間
（自 令和６年５月１日
至 令和６年10月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社涼仙ゴルフ倶楽部 75,498 65.8 75,498 66.2

 

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

①当中間会計期間の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

イ　財政状態の分析

（資産の部）

　当中間会計期間末の流動資産は2億36百万円であり、前事業年度末に比べ2百万円減少しました。この主な要因は、

現金及び預金が1百万円減少したことによるものであります。

　当中間会計期間末の固定資産は26億29百万円であり、前事業年度末に比べ2百万円減少しました。この主な要因

は、長期貸付金が8百万円増加したものの、有形固定資産が9百万円減少したことによるものであります。

（負債の部）

　当中間会計期間末の流動負債は1億3百万円であり、前事業年度末に比べ7百万円減少しました。この主な要因は、

未払金が5百万円減少したことによるものであります。

　当中間会計期間末の固定負債は6億28百万円であり、前事業年度末に比べ39百万円減少しました。この主な要因

は、長期借入金が44百万円減少したことによるものであります。

（純資産の部）

　当中間会計期間末の純資産は21億33百万円であり、前事業年度末に比べ42百万円増加しました。この主な要因は、

利益剰余金が42百万円増加したことによるものであります。

　なお、自己資本比率は74.4％（前事業年度末は72.8％）となっております。

 

ロ　経営成績の分析

（営業収益）

　当中間会計期間の営業収益は、前中間会計期間に比べ0百万円減少し、1億14百万円（前年同期比0.6％減）となっ

ております。これは主に、入会金収入が0百万円減少したことによるものであります。

（営業原価、営業総利益）

　当中間会計期間の営業原価は、前中間会計期間に比べ8百万円減少し、40百万円（同16.7％減）となっておりま

す。

　この結果、当中間会計期間の営業総利益は、73百万円（同11.5％増）となっております。

（販売費及び一般管理費、営業利益）
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　当中間会計期間の販売費及び一般管理費は、前中間会計期間に比べ0百万円増加し、26百万円（同2.8％増）となっ

ております。これは主に、当中間会計期間に寄付金を2百万円計上したことによるものであります。

　この結果、当中間会計期間の営業利益は、47百万円（同17.0％増）となっております。

（営業外損益、経常利益）

　当中間会計期間の営業外収益は、前中間会計期間に比べ1百万円減少し、7百万円（同13.4％減）となっておりま

す。これは主に、貸倒引当金戻入額が1百万円減少したことによるものであります。また、営業外費用は、前中間会

計期間に比べ1百万円増加し、10百万円（同16.0％増）となっております。これは主に、関係会社事業損失引当金繰

入額が1百万円増加したことによるものであります。

　この結果、当中間会計期間の経常利益は、43百万円（同10.8％増）となっております。

（特別損益、中間純利益）

　当中間会計期間の特別利益及び特別損失の計上はありません。（前中間会計期間の特別利益は0百万円、特別損失

は0百万円。）

　この結果、当中間会計期間の税引前中間純利益は、43百万円（同8.1％増）となっております。

　また、中間純利益は42百万円（同8.2％増）となっております。

 

②資本の財源及び資金の流動性に係る情報

　当社の運転資金需要のうち主なものは、株式会社涼仙ゴルフ倶楽部への賃貸事業に係る租税公課、修繕費のほか、

販売費及び一般管理費等の営業費用であります。

　当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。

　運転資金は自己資金及び金融機関からの借入を基本としております。

　なお、当中間会計期間末における借入金の残高は6億6百万円となっております。また、当中間会計期間末における

現金及び現金同等物の残高は1億52百万円となっております。

 

③会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

４【経営上の重要な契約等】

　当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

５【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

２【設備の新設、除却等の計画】

　前事業年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。

　また、当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 3,050

優先株式 1,250

第２優先株式 300

第３優先株式 300

無議決権株式 300

計 5,200

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発
行数（株）
（令和６年10月31日）

提出日現在発行数
（株）

（令和７年１月24日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 3,046 3,046 非上場 （注）１、２、３

優先株式 1,096 1,096 非上場 （注）１、２、３、４

第２優先株式 30 30 非上場 （注）１、２、３、４

第３優先株式 148 148 非上場 （注）１、２、３、４

無議決権株式 145 145 非上場 （注）１、２、３、５

計 4,465 4,465   

　（注）１．各種類別株式の内容は以下のとおりであります。

［普通株式］

①　権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。

②　普通株式の株主は、当会社の残余財産につき、優先株式、第２優先株式及び第３優先株式に係る優先的

分配が行われた後の財産に対して、他の種類の株式の株主と平等の分配を受ける権利を有する。

［優先株式］

①　優先株式の株主は、当会社の残余財産につき、その株式１株につき1,600万円までは普通株式及び無議

決権株式の株主に優先して分配を受ける。

②　優先株式の株主は前項の優先的分配が行われた後の財産に対して、他の種類の株式の株主と平等の分配

を受ける権利を有する。

［第２優先株式］

①　第２優先株式の株主は、当会社の残余財産につき、その株式１株につき800万円までは普通株式及び無

議決権株式の株主に優先して分配を受ける。

②　第２優先株式の株主は前項の優先的分配が行われた後の財産に対して、他の種類の株式の株主と平等の

分配を受ける権利を有する。

［第３優先株式］

①　第３優先株式の株主は、当会社の残余財産につき、その株式１株につき480万円までは普通株式及び無

議決権株式の株主に優先して分配を受ける。

②　第３優先株式の株主は前項の優先的分配が行われた後の財産に対して、他の種類の株式の株主と平等の

分配を受ける権利を有する。

［無議決権株式］

①　無議決権株式の株主は一切の議決権を行使することができない。これは、当社が平成19年に平日に限定

する会員権の性質を有する無議決権株式を発行し、正会員との差を設けているものである。

②　無議決権株式の株主は、当会社の残余財産につき、優先株式、第２優先株式及び第３優先株式に係る優

先的分配が行われた後の財産に対して、他の種類の株式の株主と平等の分配を受ける権利を有する。

なお、優先株式、第２優先株式及び第３優先株式に係る残余財産の分配の順位は同順位とするが、その分配

割合は優先株式10に対し第２優先株式５、第３優先株式３の割合とする。

普通株式、優先株式、第２優先株式、第３優先株式を有する株主は、株主総会において議決権を行使するこ

とができる。

 　　　 ２．当社の発行する全部の株式について、会社法第107条第１項第１号に定める内容（いわゆる譲渡制

　　　　　　限）を定めており、当該株式の譲渡について取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。

　　　　３．当社は単元株制度は採用しておりません。
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　　　　４．会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

　　　　　　会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

　　　　５．無議決権株式について議決権を有しないこととしている理由

　　　　　　資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

         該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

 令和６年５月１日～

 令和６年10月31日
― 4,465 ― 90,000 ― 401,500
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（５）【大株主の状況】

  令和６年10月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自
己株式を除
く。）の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

株式会社涼仙ゴルフ倶楽部
三重県いなべ市員弁町東一色字溜奥

2796番地
3,046 68.22

株式会社楽未央 三重県いなべ市員弁町西方695 66 1.48

大東開発株式会社 三重県桑名市大字福島753番地の2 7 0.16

中部精機株式会社 愛知県春日井市気噴町3丁目5番地1 6 0.13

長島観光開発株式会社 三重県桑名市長島町大字浦安333 6 0.13

株式会社フジトランスコーポレーション 愛知県名古屋市港区入船1-7-41 6 0.13

株式会社整備工場東海 三重県桑名市大字小泉365番地 5 0.11

中部電力株式会社 愛知県名古屋市東区東新町1番地 5 0.11

株式会社トーエネック 愛知県名古屋市中区栄一丁目20番31号 5 0.11

株式会社ＮＡＩＴＯ 愛知県みよし市三好町川畔116 5 0.11

日本特殊陶業株式会社
愛知県名古屋市東区東桜一丁目1番1号

アーバンネット名古屋ネクスタビル
5 0.11

株式会社ヒメノ 愛知県名古屋市東区東大曽根町12-19 5 0.11

計 ― 3,167 70.93

 

　　なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。

  令和６年10月31日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数

（個）

総株主の議決権
に対する所有議
決権数の割合

(％)

株式会社涼仙ゴルフ倶楽部
三重県いなべ市員弁町東一色字溜奥

2796番地
3,046 70.51

株式会社楽未央 三重県いなべ市員弁町西方695 44 1.02

大東開発株式会社 三重県桑名市大字福島753番地の2 7 0.16

株式会社フジトランスコーポレーション 愛知県名古屋市港区入船1-7-41 6 0.14

株式会社整備工場東海 三重県桑名市大字小泉365番地 5 0.12

中部電力株式会社 愛知県名古屋市東区東新町1番地 5 0.12

中部精機株式会社 愛知県春日井市気噴町3丁目5番地1 4 0.09

株式会社トーエネック 愛知県名古屋市中区栄一丁目20番31号 4 0.09

株式会社ＮＡＩＴＯ 愛知県みよし市三好町川畔116 4 0.09

長島観光開発株式会社 三重県桑名市長島町大字浦安333 4 0.09

日本特殊陶業株式会社
愛知県名古屋市東区東桜一丁目1番1号

アーバンネット名古屋ネクスタビル
4 0.09

株式会社ヒメノ 愛知県名古屋市東区東大曽根町12-19 4 0.09

計 ― 3,137 72.62
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

令和６年10月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 145 ― （注）

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ―

完全議決権株式（その他）

普通株式　　　　3,046 3,046 （注）

優先株式　　　　1,096 1,096 （注）

第２優先株式　　　 30 30 （注）

第３優先株式　　　148 148 （注）

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 4,465 ― ―

総株主の議決権 ― 4,320 ―

（注）「第４提出会社の状況　１株式等の状況　（1）株式の総数等　②発行済株式」に記載しております。

 

②【自己株式等】
 
　　　　　該当事項はありません。

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１　中間財務諸表の作成方法について
　当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第３号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第１

編及び第４編の規定により第２種中間財務諸表を作成しております。

 

２　監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（令和６年５月１日から令和６年10月

31日まで）の中間財務諸表について、かがやき監査法人により中間監査を受けております。

 

３　中間連結財務諸表について
　当社は子会社はありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。

 

EDINET提出書類

株式会社涼仙(E04732)

半期報告書

12/28



１【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(令和６年４月30日)
当中間会計期間

(令和６年10月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 234,189 232,849

営業未収入金 13,475 13,475

棚卸資産 1,017 235

その他 2,983 2,960

貸倒引当金 △13,475 △13,475

流動資産合計 238,190 236,045

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※１,※２ 509,179 ※１,※２ 505,123

コース勘定 ※２ 1,121,814 ※２ 1,121,814

土地 ※２ 818,265 ※２ 815,778

リース資産（純額） ※１ 794 ※１ 70

その他（純額） ※１ 94,658 ※１ 92,398

有形固定資産合計 2,544,711 2,535,184

投資その他の資産 ※３ 87,254 ※３ 94,203

固定資産合計 2,631,965 2,629,388

資産合計 2,870,156 2,865,433

負債の部   

流動負債   

１年内返済予定の長期借入金 ※２ 89,508 ※２ 89,508

リース債務 1,387 289

未払法人税等 1,290 645

賞与引当金 417 427

その他 18,514 ※４ 12,668

流動負債合計 111,118 103,538

固定負債   

長期借入金 ※２ 561,745 ※２ 516,991

リース債務 44 －

長期未払金 37,955 36,355

役員退職慰労引当金 14,700 14,700

関係会社事業損失引当金 53,451 59,897

退職給付引当金 810 939

固定負債合計 668,705 628,882

負債合計 779,823 732,420

純資産の部   

株主資本   

資本金 90,000 90,000

資本剰余金   

資本準備金 401,500 401,500

その他資本剰余金 681,092 681,092

資本剰余金合計 1,082,592 1,082,592

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 917,740 960,420

利益剰余金合計 917,740 960,420

株主資本合計 2,090,333 2,133,013

純資産合計 2,090,333 2,133,013

負債純資産合計 2,870,156 2,865,433
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②【中間損益計算書】

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　令和５年５月１日
　至　令和５年10月31日)

当中間会計期間
(自　令和６年５月１日
　至　令和６年10月31日)

営業収益 114,692 114,047

営業原価 49,103 40,914

営業総利益 65,589 73,132

販売費及び一般管理費 25,376 26,078

営業利益 40,212 47,054

営業外収益 ※２ 8,240 ※２ 7,135

営業外費用 ※３ 9,361 ※３ 10,862

経常利益 39,091 43,327

特別利益 ※４ 999 －

特別損失 ※５ 0 －

税引前中間純利益 40,091 43,327

法人税、住民税及び事業税 645 647

法人税等合計 645 647

中間純利益 39,446 42,679
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　令和５年５月１日　至　令和５年10月31日）

    (単位：千円)

 株主資本

 
資本金

資本剰余金

 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 90,000 401,500 681,092 1,082,592

当中間期変動額     

中間純利益     

当中間期変動額合計 － － － －

当中間期末残高 90,000 401,500 681,092 1,082,592

 

     

 株主資本

純資産合計
 利益剰余金

株主資本合計 その他利益剰余金
利益剰余金合計

 繰越利益剰余金

当期首残高 810,712 810,712 1,983,305 1,983,305

当中間期変動額     

中間純利益 39,446 39,446 39,446 39,446

当中間期変動額合計 39,446 39,446 39,446 39,446

当中間期末残高 850,158 850,158 2,022,751 2,022,751
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当中間会計期間（自　令和６年５月１日　至　令和６年10月31日）

    (単位：千円)

 株主資本

 
資本金

資本剰余金

 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 90,000 401,500 681,092 1,082,592

当中間期変動額     

中間純利益     

当中間期変動額合計 － － － －

当中間期末残高 90,000 401,500 681,092 1,082,592

 

     

 株主資本

純資産合計
 利益剰余金

株主資本合計 その他利益剰余金
利益剰余金合計

 繰越利益剰余金

当期首残高 917,740 917,740 2,090,333 2,090,333

当中間期変動額     

中間純利益 42,679 42,679 42,679 42,679

当中間期変動額合計 42,679 42,679 42,679 42,679

当中間期末残高 960,420 960,420 2,133,013 2,133,013
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　令和５年５月１日
　至　令和５年10月31日)

当中間会計期間
(自　令和６年５月１日
　至　令和６年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益 40,091 43,327

減価償却費 15,758 17,554

賞与引当金の増減額（△は減少） 9 9

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,709 △6,575

退職給付引当金の増減額（△は減少） 127 129

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,050 －

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） 5,110 6,446

受取利息 △234 △305

支払利息 2,582 2,956

売上債権の増減額（△は増加） 7,709 6,575

未払金の増減額（△は減少） △2,274 △4,679

長期未払金の増減額（△は減少） △1,600 △1,600

その他 18,759 3,031

小計 79,380 66,870

利息の受取額 234 305

利息の支払額 △2,942 △3,015

法人税等の支払額 △1,290 △1,292

営業活動によるキャッシュ・フロー 75,382 62,867

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △27,019 △11,361

有形固定資産の売却による収入 1,000 －

長期貸付けによる支出 － △9,080

長期貸付金の回収による収入 － 1,035

その他 1,061 1,094

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,957 △18,311

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △48,788 △44,754

その他 △1,142 △1,142

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,930 △45,896

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 494 △1,340

現金及び現金同等物の期首残高 210,399 154,182

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１ 210,893 ※１ 152,842
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　貯蔵品

　　　先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用

　　しております。

２．固定資産の減価償却の方法

　(1）有形固定資産（リース資産を除く）

　　　定額法によっております。

　　　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

　(2）リース資産

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準

　(1）貸倒引当金

　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更

　　生債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　(2）賞与引当金

　　　従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。

　(3）退職給付引当金

　　　従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間会計期

　　間末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

　(4）役員退職慰労引当金

　　　役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。

　(5）関係会社事業損失引当金

　　　関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、損失見込額を計上しておりま

　　す。

４．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ

　り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。

 

（中間貸借対照表関係）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額（減損損失累計額を含む）

前事業年度
（令和６年４月30日）

当中間会計期間
（令和６年10月31日）

6,838,247千円 6,855,688千円

 

※２ 担保資産及び担保付債務

 担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（令和６年４月30日）
当中間会計期間

（令和６年10月31日）

建物及び構築物 509,179千円 505,123千円

コース勘定 1,121,814 1,121,814

土地 818,265 815,778

計 2,449,258 2,442,716

 　（前事業年度）

　上記物件は、長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）601,253千円の担保に供しております。

　　（当中間会計期間）

　上記物件は、長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）559,499千円の担保に供しております。
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※３ 資産項目から直接控除して表示されている貸倒引当金

 
前事業年度

（令和６年４月30日）
当中間会計期間

（令和６年10月31日）

投資その他の資産 90,011千円 83,436千円

 

※４ 消費税等の取扱い

 当中間会計期間において、仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動

負債の「その他」に含めて表示しております。

 

（中間損益計算書関係）

　１ 減価償却実施額

 
前中間会計期間

（自 令和５年５月１日
至 令和５年10月31日）

当中間会計期間
（自 令和６年５月１日
至 令和６年10月31日）

有形固定資産 15,758千円 17,554千円

 

　　※２ 営業外収益のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自 令和５年５月１日
至 令和５年10月31日）

当中間会計期間
（自 令和６年５月１日
至 令和６年10月31日）

貸倒引当金戻入額 7,709千円 6,575千円

 

　　※３ 営業外費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自 令和５年５月１日
至 令和５年10月31日）

当中間会計期間
（自 令和６年５月１日
至 令和６年10月31日）

支払利息 2,582千円 2,956千円

支払保証料 1,668 1,459

関係会社事業損失引当金繰入額 5,110 6,446

 

　　※４ 特別利益のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自 令和５年５月１日
至 令和５年10月31日）

当中間会計期間
（自 令和６年５月１日
至 令和６年10月31日）

固定資産売却益 999千円 ―千円

 

　　※５ 特別損失のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自 令和５年５月１日
至 令和５年10月31日）

当中間会計期間
（自 令和６年５月１日
至 令和６年10月31日）

固定資産除却損 0千円 ―千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　令和５年５月１日　至　令和５年10月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
当事業年度期首株式

数（株）
当中間会計期間増加

株式数（株）
当中間会計期間減少

株式数（株）
当中間会計期間末株

式数（株）

発行済株式     

　普通株式 3,046 ― ― 3,046

　優先株式 1,096 ― ― 1,096

　第２優先株式 30 ― ― 30

　第３優先株式 148 ― ― 148

　無議決権株式 145 ― ― 145

合計 4,465 ― ― 4,465

 

２．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

当中間会計期間（自　令和６年５月１日　至　令和６年10月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
当事業年度期首株式

数（株）
当中間会計期間増加

株式数（株）
当中間会計期間減少

株式数（株）
当中間会計期間末株

式数（株）

発行済株式     

　普通株式 3,046 ― ― 3,046

　優先株式 1,096 ― ― 1,096

　第２優先株式 30 ― ― 30

　第３優先株式 148 ― ― 148

　無議決権株式 145 ― ― 145

合計 4,465 ― ― 4,465

 

２．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおり

であります。

 
前中間会計期間

（自 令和５年５月１日
至 令和５年10月31日）

当中間会計期間
（自 令和６年５月１日
至 令和６年10月31日）

現金及び預金勘定 290,899千円 232,849千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △80,005 △80,007

現金及び現金同等物 210,893 152,842
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（リース取引関係）

　　（借主側）

　　１．ファイナンス・リース取引

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引

　　(1）リース資産の内容

　　① 有形固定資産

　　クラブハウスのLED照明設備（建物附属設備）であります。

　　(2）リース資産の減価償却の方法

　　重要な会計方針「２．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

 

（金融商品関係）

１．金融商品の時価等に関する事項

　中間貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。ま

た、「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似

するものであることから、記載を省略しております。

 

　前事業年度（令和６年４月30日）

 貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

（1）長期借入金（1年内返済予定

　　 の長期借入金を含む）
651,253 560,307 △90,945

（2）リース債務（1年内を含む） 1,431 1,429 △2

（3）長期未払金 37,955 34,440 △3,514

負債計 690,639 596,177 △94,462

 

　　　　　当中間会計期間（令和６年10月31日）

 中間貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

（1）長期借入金（1年内返済予定

　　 の長期借入金を含む）
606,499 526,294 △80,204

（2）リース債務（1年内を含む） 289 289 △0

（3）長期未払金 36,355 32,523 △3,831

負債計 643,143 559,107 △84,036

 

　　　　　（注）１．以下の金融商品は、市場価格がなく、かつ返済時期が合理的に見積もれないことから、時価

の開示を行っておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）は

以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区分 前事業年度（令和６年４月30日） 当中間会計期間（令和６年10月31日）

　長期貸付金 32,903 40,948

　長期未収入金 90,011 83,436

合計 122,915 124,384

 

　　　　　　　　２．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することもあります。

 

　　　２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　　　　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。

　　　　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

　　　　　　　　　　　　該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

　　　　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

　　　　　　　　　　　　の算定に係るインプットを用いて算定した時価

　　　　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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　　　(1) 時価で中間貸借対照表（貸借対照表）に計上している金融商品

　　　　　前事業年度（令和６年４月30日）

　　　　　　該当事項はありません。

 

　　　　　当中間会計期間(令和６年10月31日)

　　　　　　該当事項はありません。

 

　　　(2) 時価で中間貸借対照表（貸借対照表）に計上している金融商品以外の金融商品

　　　　　前事業年度（令和６年４月30日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

　長期借入金（1年内返済予定

　の長期借入金を含む）
― 560,307 ― 560,307

　リース債務（1年内を含む） ― 1,429 ― 1,429

　長期未払金 ― 34,440 ― 34,440

負債計 ― 596,177 ― 596,177

 

　　　　　当中間会計期間(令和６年10月31日)

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

　長期借入金（1年内返済予定

　の長期借入金を含む）
― 526,294 ― 526,294

　リース債務（1年内を含む） ― 289 ― 289

　長期未払金 ― 32,523 ― 32,523

負債計 ― 559,107 ― 559,107

　　（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）

　　これらの時価は、元利金の合計額を、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを適切

　な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価格により算定しており、レベル２の時価

　に分類しております。

リース債務（1年内を含む）、長期未払金

　　これらの時価は、元金の合計額を、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを適切な

　指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価格により算定しており、レベル２の時価に

　分類しております。

 

（賃貸等不動産関係）

　賃貸等不動産の中間貸借対照表計上額及び中間貸借対照表日における時価に、前事業年度の末日に比して著し

い変動が認められないため、記載を省略しております。

 

（収益認識関係）

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社は、ゴルフ場事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

Ⅰ　前中間会計期間（自令和５年５月１日　至令和５年10月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　　(単位：千円)

 賃貸関連 入会手続関連 合計

　外部顧客への売上高 82,392 32,300 114,692

 

　　　　２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が、中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、地域ごとの売上

高の記載を省略しております。

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が、中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域

ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　　(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

　株式会社涼仙ゴルフ倶楽部 75,498 　ゴルフ場事業

 

Ⅱ　当中間会計期間（自令和６年５月１日　至令和６年10月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　　(単位：千円)

 賃貸関連 入会手続関連 合計

　外部顧客への売上高 82,447 31,600 114,047

 

　　　　２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が、中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、地域ごとの売上

高の記載を省略しております。

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が、中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域

ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　　(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

　株式会社涼仙ゴルフ倶楽部 75,498 　ゴルフ場事業

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　　　１株当たり純資産額は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（令和６年４月30日）
当中間会計期間

（令和６年10月31日）

１株当たり純資産額 △3,672,131.39円 △3,662,572.62円

　　　１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　令和５年５月１日
至　令和５年10月31日）

当中間会計期間
（自　令和６年５月１日
至　令和６年10月31日）

　　１株当たり中間純利益 8,834.63円 9,558.77円

（算定上の基礎）   

中間純利益（千円） 39,446 42,679

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る中間純利益（千円） 39,446 42,679

普通株式の期中平均株式数（株） 4,465 4,465

（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（２）【その他】

特記事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】
　　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　(1)有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第22期）（自　令和５年５月１日　至　令和６年４月30日）令和６年７月25日東海財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
 
   令和７年１月24日

株式会社涼仙    

 取締役会　御中  
 
 かがやき監査法人  

 名古屋事務所  
 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 稲垣　靖

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 奥村　隆志

 
中間監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社涼仙の令和６年５月１日から令和７年４月30日までの第23期事業年度の中間会計期間（令和６年５月１日か

ら令和６年10月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算

書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社涼仙の令和６年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（令和６年５月１日から

令和６年10月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

中間監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の

基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な

情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

中間財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者

の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中

間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集

計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す

る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表

明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略

され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す

る内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記

事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に

対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠

に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して

いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と

なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の

独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場

合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 
（注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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